
４．再生資源の利用の促進について

平 成 3 年 10 月 25 日

建 近 技 第 385 号

4 - 1



再生資源の利用の促進について
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再生資源の利用の促進について

　平成３年４月26日付けで公布された「資源の有効な利用の促進に関する法
律」（平成３年法律第48号）は、関係政省令及び主務大臣による告示とともに、
本年10月25日から施行されたところである。
　建設工事において再生資源の利用を促進するためには、建設工事の発注者の
役割が重要であり、建設工事の実施にあたっては、本法を踏まえ再生資源の利
用の促進に努めることが必要である。
　ついては、建設工事の実施にあたり、下記事項について十分留意のうえ、建
設工事の請負者と相互に協力しつつ再生資源の利用の促進に努められたく通知
する。
　なお、建設経済局長より建設業者団体の長あてに別添の通知がなされたとこ
ろであるので申し添える。

記

１．再生資源の利用
⑴ 　再生資源の利用の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第二
項の規定に基づき、土砂、コンクリートの塊及びアスファルト・コンク
リートの塊について、建設業が特定業種に定められたところである。
　建設工事の発注を行うに際しては、法第四条に基づき再生資源を利用す
るよう努めること。
　この場合、再生資源の利用の促進に関する基本方針（平成３年環境庁、
大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、建設省告示第１号
（以下「基本方針」という。）に基づいて実施すること。
⑵ 　設計にあたっては、品質等に配慮しつつ可能な限り再生資源を利用する
ことに努めること。
　利用する場合は、必要な事項を設計図書において明示すること。また、
明示された条件に変更が生じた場合は設計変更により適切に対応するこ
と。

⑶ 　積算にあたっては、必要な費用を計上すること。特に、再生資源につい
て資材として価格を設定する場合は、地域の実態に即した実勢価格の把握
に努めること。
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２．指定副産物に係る再生資源の利用の促進
⑴ 　法第二条第五号の規定に基づく指定副産物として、建設業では、土砂、
コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊及び木材が定めら
れたところである。
　建設工事の発注を行うに際しては、可能な限りこれらの建設業に係る指
定副産物を再生資源として利用することを促進すること。
　この場合、基本方針に基づいて実施すること。

⑵ 　設計にあたっては、建設副産物の発生の抑制に資する施行方法又は資材
の選択に努めること。また、建設工事を施行する場所の状況、再資源化施
設の立地状況等を踏まえ、可能な限りに工事現場における建設副産物の分
別並びに破砕又は切断、再資源化施設等への搬出等を条件として付するこ
とに努めること。
　これらについて、必要な事項を設計図書において施行条件として明示す
ること。また、明示された条件に変更が生じた場合は設計変更により適切
に対応すること。

⑶ 　積算にあたっては、必要な費用を計上すること。特に、工事現場から再
資源化施設等までの運搬費用及び再資源化施設の受入れに要する費用等を
適正に計上すること。

３ ．各事業執行機関における再生資源の利用の促進を図るため、地方建設局と
地方公共団体等との緊密な連携を図り、情報交換を活発に行うこと。
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再生材の使用に関する取扱いについて

１．再生材の種類

（１）再生クラッシャラン

再生クラッシャランは、所要の修正ＣＢＲと粒度が得られるように路盤発生材、再生骨材、

あるいはこれらを混合し、必要に応じて補足材を加えた再生資材をいう。

（２）再生粒度調整砕石

再生粒度調整砕石は、所要の修正ＣＢＲと粒度が得られるように路盤発生材、再生骨材、

あるいはこれらを混合し、必要に応じて補足材を加えて粒度と含水比を調整した再生資材を

いう。

（３）再生コンクリート砂

再生コンクリート砂は、セメントコンクリート発生材を破砕または解砕し、所定の粒度に

調整し、必要に応じて補足材を加えた再生資材をいう。

（４）再生加熱アスファルト混合物

アスファルトコンクリート再生骨材に、必要に応じて再生用添加剤、新アスファルトや補

足材を加えて製造した加熱アスファルト混合物をいい、道路舗装の表層・基層に適用する。

【用語の説明】

路盤発生材とは、舗装発生材のうち、路盤から発生する砕石、クラッシャラン、粒度調

整砕石、セメント安定処理路盤材、鉄鋼スラグ等の発生材をいう。

再生骨材とは、アスファルトコンクリート再生骨材、セメントコンクリート再生骨材、

路盤再生骨材の総称をいう。

アスファルトコンクリート再生骨材とは、アスファルトコンクリート発生材を破砕また

は解砕し、分級した骨材をいい、これには舗装発生材中のアスファルトを含む。

【注 意 事 項】

工事で発生したコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、産業廃棄物である

とともに、再生資源としても位置づけられるものである。再利用するには、有価物にする

ための再生処理をおこなう必要がある。

① 再資源化施設で再生材として処理されたものを有償で買い取り、工事で使用する。

② 移動式破砕機・仮設プラント等で自ら中間処理を行い、使用目的(場所)の品質・規

格に適合する有価物である再生クラッシャラン等にして使用する。

（使用にあたっては、廃棄物処理法の手続き等に注意してください。）

※「有価物」－－－－－－－－－他人に有償で売却できるもの

２．適用工種

再 生 材 適 用 工 種

舗装の下層路盤材料

再生クラッシャラン 土木構造物の基礎材・裏込材・埋戻材

※ただし、アスファルトコンクリート再生骨材を含

む場合は、河川構造物に使用してはならない。

再生粒度調整砕石 舗装の上層路盤材料、埋戻材

再生コンクリート砂 電線共同溝、下水道の管路部等の基礎材

再生加熱アスファルト混合物 舗装の表層材・基層材
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３．品質基準

○再生クラッシャラン

コンクリート塊から製造した再生クラッシャランを利用するにあたって、その用途を

定め、品質基準を次のように規定する。

①使用用途 下層路盤材、埋戻材、裏込材、基礎材

※ただし、アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は、

河川構造物に使用してはならない。

②粒度 最大粒径は目的に応じ適宜選択するものとする。

試験方法は、ＪＩＳ Ａ １１０２「骨材のふるい分け試験」に

基づき行い、望ましい粒度範囲は下表のとおりとする。

粒度範囲(呼び名) ４０～０ ３０～０ ２０～０

ふるい目の開き (RC-40) (RC-30) (RC-20)

通 ５３ ｍｍ 100

過 ３７．５ ｍｍ 95～100 100

質 ３１．５ ｍｍ － 95～100

量 ２６．５ ｍｍ － － 100

百 １９ ｍｍ 50～80 55～85 95～100

分 １３．２ ｍｍ － － 60～100

率 ４．７５ｍｍ 15～40 15～45 20～50

(%) ２．３６ｍｍ 5～25 5～30 10～35

〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕された

ままの見かけの骨材粒度を使用する。

③ＰＩ(塑性指数) 試験方法 ＪＩＳ Ａ １２０５「土の液性限界・塑性限界試

験」に基づく。

規格値 ６以下

ただし、簡易舗装の下層路盤に使用する場合は９以

下とする。

④修正ＣＢＲ 試験方法 舗装試験法便覧２－３－１「修正ＣＢＲ試験方法」

に基づく。

規格値 ２０〔３０〕％以上

ただし、簡易舗装の下層路盤に使用する場合は10〔2

0〕％以上とする。

アスファルトコンクリート再生材を含む再生クラッ

シャランを用いる場合は、修正ＣＢＲの基準値に〔 〕

内の数値を適用する。なお、４０℃でＣＢＲ試験を

行う場合は通常の値を満足すればよい。

⑤すり減り減量 試験方法 ＪＩＳ Ａ １１２１「ロサンゼルス試験機による

粗骨材のすりへり試験」〔粒度は道路用砕石Ｓ-１

３(13-5mm)のもの〕に基づく。

規格値 ５０％以下

⑥試験成績表 再生クラッシャランを使用する場合は、上記に掲げる②～⑤に

関する試験成績表を使用前に提出しなければならない。

試験成績表は、工事で使用する日から６か月以内の試験成績表

を有効と見なす。
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○再生粒度調整砕石

コンクリート塊から製造した再生粒度調整砕石を利用するにあたって、その用途を定

め、品質基準を次のように規定する。

①使用用途 上層路盤材、埋戻材

②粒度 最大粒径は目的に応じ適宜選択するものとする。

試験方法は、ＪＩＳ Ａ １１０２「骨材のふるい分け試験」に

基づき行い、望ましい粒度範囲は下表のとおりとする。

粒度範囲(呼び名) ４０～０ ３０～０ ２０～０

ふるい目の開き (RM-40) (RM-30) (RM-25)

通 ５３ ｍｍ 100

過 ３７．５ ｍｍ 95～100 100

質 ３１．５ ｍｍ － 95～100 100

量 ２６．５ ｍｍ － － 95～100

百 １９ ｍｍ 60～90 60～90 －

分 １３．２ ｍｍ － － 55～85

率 ４．７５ｍｍ 30～65 30～65 30～65

(%) ２．３６ｍｍ 20～50 20～50 20～50

４２５ μｍ 10～30 10～30 10～30

７５ μｍ 2～10 2～10 2～10

〔注〕再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕された

ままの見かけの骨材粒度を使用する。

③ＰＩ(塑性指数) 試験方法 ＪＩＳ Ａ １２０５「土の液性限界・塑性限界試験」

に基づく。

規格値 ４以下

④修正ＣＢＲ 試験方法 舗装試験法便覧２－３－１「修正ＣＢＲ試験方法」

に基づく。

規格値 ８０〔９０〕％以上

ただし、簡易舗装の下層路盤に使用する場合は60〔70〕

％以上とする。

アスファルトコンクリート再生材を含む再生粒度調整

砕石を用いる場合は、修正ＣＢＲの基準値に〔 〕内の

数値を適用する。なお、４０℃でＣＢＲ試験を行う場

合は通常の値を満足すればよい。

⑤すり減り減量 試験方法 ＪＩＳ Ａ １１２１「ロサンゼルス試験機による粗

骨材のすりへり試験」〔粒度は道路用砕石Ｓ-１３(1

3-5mm)のもの〕に基づく。

規格値 ５０％以下

⑥骨材の安定性 試験方法 ＪＩＳ Ａ １１２２ 「硫酸ナトリウムによる骨材

の安定性試験」に基づく。

規格値 ２０％以下

⑦試験成績表 再生粒度調整砕石を使用する場合は、上記に掲げる②～⑥に関

する試験成績表を使用前に提出しなければならない。ただし⑥

については、再生材のみで製造されている場合は、提出は不要

とする

試験成績表は、工事で使用する日から６か月以内の試験成績表

を有効と見なす。
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○再生コンクリート砂

セメントコンクリート塊から製造した再生コンクリート砂を基礎材に利用するにあた

って、その用途を定め、品質基準を次のように規定する。

①使用用途 電線共同溝における管路及びます部の基礎材

下水道における管路の基礎材

②粒度 試験方法は、ＪＩＳ Ａ １１０２「骨材のふるい分け試験」に

基づき行い、最大粒径及び細粒分（７５μｍ以下）は以下のと

おりとする。

用 途 最大粒径※ 細粒分

電線共同溝における管路及び
１０ｍｍ以下 ５０％未満

ます部の基礎材

下水道における管路部の基礎
１０ｍｍ以下 １０％以下

材

※最大粒径とは、試料がすべて通過する金属製ふるいの最小の目開きで

表した粒径をいう。

③不純物量の制限 ゴミや有機性不純物は含んではならない。

④六価クロム溶出試 平成３年８月２３日付け環境庁告示第４６号に規定される測

験 定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合

していなければならない。

各工事で１購入先当たり１検体の六価クロム溶出試験を行い、

環境基準に適合することを確認しなければならない。その試験

には、使用する再生砂を直接採取した試料を用い、試験を行う

ものとする。

⑤試験成績表 再生コンクリート砂を使用する場合は、上記に掲げる②～④に

関する試験成績表を使用前に提出しなければならない。

試験成績表は、工事で使用する日から６か月以内の試験成績表

を有効と見なす。

六価クロム溶出試験は、プラントから提出される試験成績表と

現場で採取した試料の試験成績表を提出しなければならない。

○再生加熱アスファルト混合物

再生加熱アスファルト混合物の配合設計は、舗装再生便覧 平成２２年１１月（社団法

人日本道路協会）に基づくものとする。
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